
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汐 留 土 地 区 画 整 理 事 業 

第１７街区保留地等の 

売 却 募 集 要 領 

平成 29年５月 

東 京 都 

 このたび東京都は、汐留土地区画整理事業のまちづくり計画にふさわしい土地利

用を目指す事業者を広く公募し、競争入札によって保留地及び都有地を一体として

売却します。 

 多数の事業者の応募をお待ちしております。 
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はじめに 未来をひらく新・都市空間 汐留 

（汐留土地区画整理事業保留地及び都有地の売却にあたって） 

 

１ 汐留地区の位置と立地条件 

 汐留地区は、東京都心部の南部に位置し、北に銀座、東に築地、南に浜松町、西に新橋に

囲まれた、港区東新橋一丁目、東新橋二丁目、浜松町一丁目及び海岸一丁目の各一部にまた

がる、施行面積約 30.7haの区域です。（下記、汐留地区の区域図参照） 

 本地区は首都東京の都心部に位置し、地区の外周部は殆どが都市計画道路に囲まれ、東側

は放射第 18 号線（海岸通り）及び首都高速１号線が併設して通り、西側及び北側は放射第

19号線（第一京浜）が通っています。また、地区内には、都営大江戸線、新交通ゆりかもめ

の汐留駅があり、山手線、京浜東北線、東海道本線、横須賀線、東京メトロ銀座線、都営浅

草線、新交通ゆりかもめが接続する主要なターミナル駅の新橋駅に近く、アクセス良好です。 

 

２ まちづくりのビジョン 

 汐留土地区画整理事業は、旧国鉄汐留貨物駅跡地を中心に、大規模な土地利用の転換を図

るとともに、業務、商業、文化、居住等の施設建設を誘導し、土地の高度利用と都市機能の

更新を図ることを目的に施行し、平成 27年 10月に換地処分＊を行いました。 

  ＊ 換地処分とは、土地区画整理法（以下「法」という）第 103条第１項及び第２項の規定 

により、換地計画に係る区域の全部について、建物等の移転や道路・公園等の整備工事

が完了した後、換地計画において定められた土地、保留地などの地番、地積等の事項を

確定し、各権利者に通知することをいいます。 

 また、本地区は、汐留西地区地区計画が定められており、共同化の推進、安全で快適な歩

行者空間の確保、建築物の調和のとれた街並みの形成、地域の活性化を目標としています。 

 さらに、本地区は、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づく「街並み景観重点地

区」に指定されており、西洋の香りが漂う魅力的な街並み景観の形成を目指しています。 

【汐留地区の区域図】 
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第１章  売 却 対 象 地 の 概 要 

 

１ 物件の表示 

 （１）売却対象地 ①保留地と②都有地を一体の土地として売却します。 

 ①土地（保留地）※    名    称   第１７街区保留地 

             保留地符号   保１７－５ 

             所 在 地   港区東新橋二丁目 57番 14 

面    積   ８７．６３㎡ 

             地目／現況   宅地 

             形    状   整形 

 ②土地（都有地）     所 在 地   港区東新橋二丁目 57番 13 

             面    積   １６８．４１㎡ 

             地 目／現 況   宅地 

             形    状   整形 

             面 積 合 計   ２５６．０４㎡ 

             最低売却価格   607,000,000円 

             （予定価格） 

 

（２）土地所有者     東 京 都 

 

 （３）交   通     ・JR山手線・京浜東北線、東京モノレール「浜松町」駅 

徒歩９分 

・都営大江戸線、新交通ゆりかもめ「汐留」駅 徒歩８分 

・JR山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線、東京メト

ロ銀座線、都営浅草線、新交通ゆりかもめ「新橋」駅 

徒歩８分 

 

（４）近隣の状況     売却対象地は、JR新橋駅と浜松町駅の中間に位置し、業務・

商業機能及び居住機能を備えた魅力ある複合市街地が形成さ

れた場所です。 

※ 売却対象地①は「保留地」です。これは、法第 96条第２項の規定により土地区画整理事

業の費用に充てるため、事業施行者が一定の土地を換地として定めないで留保した土地です。 

購入者が保留地の売買契約を締結すると、事業施行者である東京都から、所有権を取得す

ることになります。 

 なお、売却対象地①、②について、公募時点では駐車場になっていますが、土地引渡し時
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点までには駐車場施設を撤去し、引渡す予定にしています。万が一、撤去が遅れた場合は、

土地の引渡し時期を遅らせる場合があります。 

 

２ 接道条件 

方角 道路名 幅員（うち歩道） 状況 

西 区画道路 ８ｍ(1.25ｍ×２) 接道部分 約 28m 

北 区画道路 ８ｍ(1.25ｍ×２) 接道部分 約５m 

 

３ 供給、処理施設の整備状況 

道路 上水 下水 電気 ガス 電話 

西側区画道路 

（幅員８ｍ） 

整備済 

 

整備済 

 

CCBox整備済 

 

整備済 

 

CCBox整備済 

 

北側区画道路 

（幅員８ｍ） 

整備済 

 

整備済 

 

CCBox整備済 

 

整備済 

 

CCBox整備済 

 

供給、処理施設の敷地内への引き込みは、売却対象地の購入者が行うこととなります。 

 

４ 都市計画の概要 

 ここでは、都市計画の概要を記載しますが、詳細については都市計画図書等により別途

確認して下さい。 

 （１）用途地域等指定 

   ① 用 途 地 域     商業地域 

   ② 防 火 指 定     防火地域 

   ③ 建 ぺ い 率       ８０％ 

   ④ 容 積 率     ７００％ 

   その他、地区計画等に従うこと。 

 

 （２）地区計画等 

    東京都市計画汐留西地区地区計画（平成 10年 12月 24日都市計画決定 平成 11年

12月１日最終変更（港区決定））に定める方針に基づく土地利用を行う必要がありま

す。 

    地区計画では、建築物の用途の制限や容積率の最高限度の制限、壁面の位置の制限

等があります。その他、開発・建築に必要な事項については、港区役所にお問い合わ

せください。 
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 （３）市街地開発事業の都市計画 

    東京都市計画事業汐留土地区画整理事業（平成７年３月７日 東京都告示第 224号） 

    ① 施 行 面 積    ３０．７ha 

    ② 施行者の名称    東 京 都 

    ③ 施 行 地 区    港区東新橋一丁目、東新橋二丁目、浜松町一丁目及び海岸

一丁目の各一部 

    ④ 事業施行期間    平成６年度から平成 33年度まで 

     ⑤ 地区内で整備された主な公共施設 

      ア 道路  幹線道路   環状第２号線  幅員    40m  延長 400m 

                  補助第 313号線  幅員    40m  延長 1,067m 

                 港区街第２号線  幅員   25m  延長 119m 

                                  港区街第３号線  幅員   40m  延長 159m 

                  港区街第４号線  幅員   18m  延長 138m 

港区街第５号線  幅員   16m  延長 288m 

交通広場    １箇所      面積 2,522㎡ 

           区画道路等  区画道路     幅員  6～16m   延長  1,703m 

      イ 公園        公園      ２箇所      面積 4,640㎡ 

 

５ 地区特性 

 本件土地は、汐留土地区画整理事業により整備された区域内に位置しています。 

当該区画整理区域については、汐留西地区地区計画が定められているとともに、「東京都し

ゃれた街並みづくり推進条例」に基づき、平成 17年３月 25日「街並み景観重点地区」に指

定され、「街並み景観ガイドライン」の知事承認、及び「まちづくり団体」の登録がされてい

ます。よって、「汐留シオサイト５区イタリア街（汐留西地区）街並み景観ガイドライン」に

適合した計画とする必要があります。 

 まちづくり団体は、街並み景観ガイドラインに基づく建築行為の誘導をはじめ、イベント

等の実施によるまちの賑わいの創出、清掃活動等によるまちの美化、公共施設の維持補修等

による高質な公共空間の確保など、エリアマネジメントの取り組みを行っています。 

 このまちづくり団体は、汐留西地区の地権者が主体となった組織です。 

以上の地域特性を踏まえ、地域のまちづくりの一翼を担うことを十分に理解し、まちづく

り団体に参画することを念頭に応募していただきます。 

 

６ 土地利用に関する売却条件 

 「４ 都市計画の概要」に記載した都市計画の条件を守るとともに、「東京の都市づくりビ

ジョン」などの東京都の計画及び「港区まちづくりマスタープラン」などの港区の計画を踏

まえた施設計画としてください。さらに、売却対象地は、汐留西地区地区計画において、土
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地の高度利用による業務・商業機能及び定住人口の確保を図る居住機能などを備えた魅力あ

る複合市街地の形成を図ることが目的とされています。よって、これらに準拠した施設計画

を作成してください。 

 また、保留地と都有地とを一体利用することにより、施設を建設してください。 

なお、地元住民との関係を損なうことのないよう適切な対応により、本件の土地利用を行

ってください。 

 

７ 土地の状況等 

（１）地中残存物 

      土地区画整理事業による造成工事により、東京都が存在を確認したものについては、撤去

しています。 

  公募時点では駐車場として使用されており、看板や照明柱の基礎（ＧＬ－１．２ｍ程度）

等が残置されます。 

なお、東京都が存在を予測しなかったものを含め、建築工事等で地中残存物を撤去する場

合の費用については、購入者の負担となります。 

   

（２）土壌汚染 

売却対象地については、地歴調査上、土壌汚染のおそれはないものと認められています。

都有地については、平成 22年に行われた調査において、地盤高－６ｍ以深に溶出量基準値を

超過した、自然的原因と思われるヒ素、フッ素が確認されています。 

建築工事等で地盤高－６ｍ以深の土壌を処理する必要が生じた場合の費用については、協

議することとなります。 
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第２章  売 却 の 手 続 

 

１ 総則 

 東京都市計画事業汐留土地区画整理事業における第 17街区の保留地及び都有地（以下「保

留地等」という。）の売却は、東京都市計画事業汐留土地区画整理事業施行規程、同施行細則

及び東京都契約事務規則のほか、この「汐留土地区画整理事業第 17街区保留地等の売却募集

要領」に基づき実施するものとし、本募集要領の内容について承諾のうえ入札に参加してい

ただきます。 

 

２ 売却手続の概要 

 （１）応募の受付 

   保留地等の購入を希望する事業者は、定められた応募期間内に、登録申込書とともに

法人概要等の書類（p.10参照）を提出していただきます。提出された書類について審査

のうえ、登録者を決定します。登録者は今回の土地売買に関し、質問書（様式３）を提

出することができます。回答は全登録者に対して行います。 

 

 （２）入札参加の申込 

   保留地等の購入を希望する事業者は、入札参加の申込をしていただきます。申込の資

格として、「（１）応募の受付」で登録されていることが必要です。申込に際しては、入

札参加申込書とともに土地利用・建物建設計画等の書類（p.12参照）を提出していただ

きます。 

 

 （３）入札参加者の決定と入札 

   上記により提出を受けた書類を基に審査したうえで、入札参加者を決定し、保留地等

の売却価格について競争入札を行います。入札保証金（p.13参照）をお支払いいただい

たうえで、入札を行い、予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とし、「保

留地等売払決定通知書」を発行します。 

 

（４）売買契約の締結 

   契約保証金（p.15参照）をお支払いいただいたうえ、平成 29年 10月上旬までに、売

買契約を締結していただきます。 

 

 （５）売買代金の納付 

   売買契約書で指定する日までに、売買代金総額から入札保証金及び契約保証金を差し

引いた全額をお支払いいただきます。納付期限は、平成 29年 10月下旬を予定していま

す。 
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 （６）保留地等の引渡しと所有権移転 

   保留地等は、売買代金全額の納付完了をもって所有権移転及び土地の引渡しがあった

ものとし、境界標の確認を現地立会いのもとに行います。 

 

 （７）登記 

   所有権移転後、東京都が所有権移転登記の手続を行います。
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３ 売却手順（予定） 

 

平成 29年 

5月 26日(金) 

       

 

     

 

                登録通知 

                       

 

 

7月 18日（火）            

      

 

      7月 25日（火) 

～27日（木) 

 

 

 

     9月 1日（金) 

 

 

     9月 8日(金) 

 

 

                売払決定通知書交付 

                                     契約保証金納付 

 

   10月上旬              

       

 

    10月下旬                               売買代金納付 

                               土地の現地立会い引渡し 

                          

  10月下旬 

入札指名書等の送付 

 東 京 都 入札参加希望者 

募集発表・募集要領配布 

  応募受付         入札参加資格審査申請書の提出 

入札参加申込受付 

入札参加者決定 

審 査 会 

入     札 

売 買 契 約 の 締 結 

入札参加申込 

落 札 者 

保留地等購入者 

質問書受付 

応 募 

審  査 

所 有 権 移 転 登 記 

質問回答 

6月 7日（水） 

～9日(金) 

6月 20日（火） 

～ 22 日

(木) 



 

   

 

- 9 - 

４ 応募と登録 

 （１）応募資格 

   以下の①、②、③、④の条件のすべてを満たす事業者が、応募できます。 

①  次の欠格事由に該当しないこと。 

    ア 国税、地方税その他公租公課について滞納をしている者であること。 

    イ 会社更生、破産、民事再生その他これに準ずる申請をした者又は申立てを受け

た者であること。 

    ウ 申込み前１年の間の入札において、公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成

立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者であること。 

    エ 成年被後見人、被保佐人若しくは不動産の売買契約を締結する能力等を有しな

い被補助人又は破産者で復権を得ない者であること。 

    オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147

号）第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成

員であること。 

    カ 東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号）第２条第２号に規定す

る暴力団及び同条第４号に規定する暴力団関係者であること。 

    キ オ及びカに掲げる者から委託を受けた者並びにオ及びカに掲げる者の関係団体

及びその役職員又は構成員であること。 

    ク 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和 62年１月 14日付 61財契庶第 922

号）第５条第１項に基づく排除措置期間中の者であること。 

   ② 保留地等の売買契約を確実に履行し、開発を遂行すると認めるに足りる実績、資

力及び信用を有していること。 

   ③ 地区計画等の都市計画に適合した土地利用及び建物建築計画による開発構想を有

していること。 

   ④ 本件についての不動産鑑定評価業務委託を受託していない者であること。 
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 （２）応募に必要な書類 

 項目 内容 部数 

１  登録申込書 （様式１） 

各１部 
２ 入札参加資格審査申請書 （様式２） 

３ 
 納税証明書等 

（最近３ヶ年分） 

公租公課を滞納していないことが判断でき

る書類（納税証明書・その４） 

４ 

法人概要 

②,③については 

最近３ヶ年分 

①会社概要のパンフレット・事業実績等 

②財務諸表記載の決算書類（連結ベース） 

＊売上高、営業利益、経常利益、当期純利

益、資産合計、負債合計、純資産合計など

が記載されたもの 

③税務申告書表紙税務署受付印付（写） 

＊個人の場合は、①、③の添付別表を含ん

だものを提出して下さい。 

各２部 

５ 印鑑証明書 登録申込日前１ヶ月以内に発行されたもの 

＊個人の場合は、商業登記簿謄本に代えて  

住民票を提出して下さい。 

各１部 

６  商業登記簿謄本 

７ 

登記されていない 

ことの証明書 

（個人の場合のみ） 

成年後見登記制度における「登記されてい

ないことの証明書」 
各１部 

 

 （３）応募の方法 

    応募は、下記の期間中に指定の申込場所まで応募してください。応募した法人の代

表役員等は、個人で応募することはできません。また、外国法人の応募申込にあたっ

ては、日本にある代理店を通じて日本語で対応できる連絡先があること、日本語で提

出書類が作成されることが必要です。なお、代理人による応募や郵送による応募はで

きません。 

期  間 
平成 29年６月７日（水）～平成 29年６月９日（金） 

  午前 10時から正午、午後１時から午後４時まで 

 

申込場所 

 

 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目 8番 1号 

 東京都庁第二本庁舎 19階 北側 

  東京都都市整備局市街地整備部区画整理課 事業推進担当 

             ℡ ０３－５３２０－５４４２ 
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（４）登録 

   応募申込があった事業者について、審査のうえ入札参加登録者として登録した旨の通

知または登録されなかった旨を書面により通知いたします。 

   登録の有効期限は、今回募集の入札参加申込の締切日までといたします。なお、登録

された後、提出書類に虚偽があった場合には、登録を取り消す場合があります。 

   ※応募受付による審査のうえ、登録された者のみが入札に参加することができます。

グループによる入札を予定されている場合は、グループの構成者それぞれの応募が

必要です。 

 

５ 質問と回答 

   質問及び回答の方法は、登録者を対象として次のように行います。 

 （１）質問の方法 

   質問は必ず文書（様式３）で行うこととし、登録通知書（写）を添付して、直接持参

していただくか、郵送（配達証明によること）して下さい。 

   なお、郵送の場合には、平成 29年６月 20日（火）～平成 29年６月 22日（木）の消

印があるもののみ回答します。 

期  間 
 平成 29年６月 20日（火）～平成 29年６月 22日（木） 

  午前 10時から正午、午後１時から午後４時まで 

受付先 

 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目 8番 1号 

 東京都庁第二本庁舎 19階 北側 

  東京都都市整備局市街地整備部区画整理課 事業推進担当 

             ℡ ０３－５３２０－５４４２ 

  

（２）回答の方法 

   受け付けた質問に対し、平成 29年７月 18日（火)までに、全登録者に対して、回答書

を発送します。 

   なお、質問の内容によっては回答できない場合があります。 

 

６ 入札参加の申込 

 （１）申込資格 

   応募受付による登録者であること。 

 

 （２）申込の単位 

   登録者は、単独あるいはグループで申込ができます。 

 

 （３）グループで申し込む場合 

   グループで申し込む場合は、代表者名で申し込むとともに、グループの各構成者名を
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明らかにしていただきます（様式５）。 

   また、１グループの構成員となった事業者は、単独で、あるいは他のグループの構成

員として重複して申し込むことはできません。 

  

（４）入札参加の申込に必要な書類 

 項  目 内  容 部 数 

１ 入札参加申込書 （様式４） 

各１部 

２ グループ構成者表 （様式５）グループで申し込む場合必要です。 

３ 登録通知書（写）  

４ 
印鑑証明書 

商業登記簿謄本 

応募時以降に変更があった場合のみ提出して下

さい。 

＊個人の場合は商業登記簿謄本に代えて住民票

を提出して下さい。 

５ 
土地利用・ 

建物建設計画 

① 施設の内容、建設のスケジュール表 

② 建設計画図 

Ａ３・Ａ４版に統一し、様式は自由です。 

各２部 

※ グループで申し込む場合は、「２ グループ構成者表」、「５ 土地利用・建物建設計画」 

については、グループとして提出して下さい。それ以外の提出書類は、構成者ごとに提

出して下さい。 

また、申込後に、提出書類の内容について質問する場合があります。 

 

（５）申込の方法 

   申込は、下記の期間中に指定の申込場所で申し込んでください。 

   なお、事前に電話連絡のうえご来庁願います。また、代理人による申込や郵送による

申込はできません。 

期  間 
平成 29年７月 25日（火）～平成 29年７月 27日（木） 

  午前 10時から正午、午後１時から午後４時まで 

申込場所 

 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目 8番 1号  

東京都庁第二本庁舎 19階 北側 

  東京都都市整備局市街地整備部区画整理課 事業推進担当 

             ℡ ０３－５３２０－５４４２ 

  

（６）申込書類の取り扱い 

   東京都に提出した申込書類は返却されません。 
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 （７）入札参加の申込の無効 

   申込書類提出後、申込者が「４ 応募と登録（１）応募資格①」に記載の欠格事由に

該当することが判明した場合、並びに「応募資格②③」の要件に該当しないことが確認

された場合、並びに「応募資格④」の要件に該当することが判明した場合には、この申

込は無効とします。 

 

７ 入札参加者の選定 

（１）審査項目 

入札参加者の選定は、専門的・技術的な視点に基づき、下記の審査項目により行いま

す。なお、資力・信用力については、外部委託により調査を実施することがあります。 

   ア  経営状況、資格要件 

   イ 土地利用・建物建設計画 

 

（２）審査方法 

    ア 上記（１）アで不適格と評価された応募者は失格とする。 

  イ 土地利用・建物建設計画（以下、「提案内容」という。）を審査する。 

  ウ 必要に応じ、応募者に対して提案内容の確認を行う。 

 

（３）入札参加者の決定 

 申込書類を提出した登録者及び提案内容について、東京都市計画事業汐留土地区画整

理事業保留地処分入札参加者等選定委員会の審査を経た後、入札参加者を指名します。 

   東京都は、指名する事業者に対しては「入札指名書」を、指名しない事業者に対して

は「入札参加者として指名しない通知書」を送付します。 

 

８ 入札と落札者の決定 

 （１）入札の日時と場所 

日時  平成 29年９月８日（金）  午後２時 

場所  東京都第二市街地整備事務所 １階 第１・第２会議室 

     住 所 東京都中野区中野一丁目 2番 5号 

     連絡先 管理課 調査清算担当 ℡０３－５３８９－５１５４ 

※応募及び入札の申込と場所が異なりますので、ご注意願います。 

 

（２）入札保証金 

 入札参加者は、入札開始時間前に入札会場において、各自の見積もる額の１００分の

３以上の額を、東京都の発行する入札保証金納付書により、入札当日の入札前に次の場

所で納付しなければなりません。入札保証金納付書は、入札参加申込受付時に交付しま

す。 
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   納付場所 東京都中野区中野一丁目 2番 5号 

        東京都第二市街地整備事務所 ２階 特別会議室 

 入札保証金の納付は、東京若しくは横浜手形交換所加盟金融機関が振り出し、又は支

払保証をした小切手（振出しの日から起算し、８日を経過していない小切手）の提供を

もってこれに代えることができます。 

 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金の一部に充当します。入札保証金の額が

契約保証金の額に満たないときは、その差額を納付しなければなりません。 

落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後、直ちに納付した場所で、入

札保証金領収書と引換えに返還します。 

 入札保証金は、東京都においての受入期間中の利息を付しません。 

 なお、落札者が保留地等の売買契約を締結する意思のないことを東京都に申し出た場

合、当該落札者の入札保証金は東京都に帰属することとします。 

   グループ申込の場合、代表者名でお支払いいただきます。 

 

 （３）入札の方法 

   入札額は、保留地及び都有地を一体の土地として取得する金額で入札していただきま

す。入札参加者は、入札保証金納付手続終了後、入札書に必要事項を記入のうえ、必ず

印鑑証明書による登録印により記名押印し、入札指名書及び入札保証金納付証明書を添

付のうえ入札していただきます。なお、入札書は入札指名書と併せて送付します。 

   グループ申込の入札者は、グループの構成員から委任された代表者名で入札すること

とし、入札書に「様式６ グループ申込に伴う入札等に関する協定書」を添付し、入札

書と割印したうえで入札していただきます。 

   なお、「様式６ グループ申込に伴う入札等に関する協定書」記載の、土地共有持分の

割合は、入札後に変更はできません。 

   また、入札時は、入札者ごとに入室できる人数を２名までとします。 

 

（４）落札者の決定 

   開札は、入札会場において、入札終了後、直ちに入札者全員の立会いのうえ行います。

開札の結果、東京都が設定する予定価格を下回らず、かつ、最高価格で入札した者を落

札者とします。 

   落札者になるべき価格の入札者が２者以上あった場合は、直ちに当該入札者にくじ引

きをしていただき、落札者を決定することとなります。 

   なお、落札者に対しては、決定後速やかに「保留地等売払決定通知書」を交付します。 

 

 （５）入札の無効 

   次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とします。 

   ① 入札参加者の資格が無い者が入札した場合 
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   ② 入札保証金を納付しない者が入札をした場合 

   ③ 入札金額の 100分の 3に満たない入札保証金を納付したものが入札をした場合 

   ④ 入札書の記載事項が不明なもの又は記名若しくは押印の無いもの 

   ⑤ 入札書に必要な書類の添付が無いもの 

   ⑥ 入札書の入札金額の表示に改ざんがあった場合、又は訂正印なく訂正された場合 

   ⑦ 入札参加者が２通以上の入札書により入札した場合 

   ⑧ 入札参加者が同時に他の入札参加者の入札をした場合 

   ⑨ 申込の内容、申込書類に虚偽の記載がある場合 

   ⑩ 入札参加者が公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な

利益を得るために連合した場合 

 

 （６）その他 

   入札者が１人の場合、入札は行わないこととし、再募集については、改めて検討しま

す。 

 

９ 売買契約締結の手続 

 （１）契約保証金 

    落札者は、東京都が発行する納付書により、契約保証金をお支払いいただきます。 

   なお、契約保証金は、契約締結後は売買代金に充当されます。 

   ① 契約保証金の額 

      契約保証金の額は、保留地等の売買代金の１００分の２０以上の額とします。（百

万円未満に端数が生じた場合は、切り上げによる。） 

   ② 契約保証金の納付期限 

     納付の期限は、契約締結の日までとします。 

   ③ 契約保証金の扱い 

     契約保証金には利息を付しません。 

     また、契約保証金は保留地等購入者が契約上の義務を履行しないときは、違約金

として東京都に帰属します。 

   ④ 入札保証金同様、契約保証金の納付は、東京若しくは横浜手形交換所加盟金融機

関が振り出し、又は支払保証をした小切手（振出しの日から起算し、８日を経過し

ていない小切手）をもってこれに代えることができます。 

 

 （２）契約の締結 

    落札者は、契約保証金をお支払いのうえ、平成 29年 10月上旬までに別紙『保留地

売買契約書』と『都有地売買契約書』により、保留地及び都有地それぞれの土地売買

契約を締結していただきます。 

    保留地と都有地の価格の割合は、保留地４７３／６０７、都有地１３４／６０７と
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し、１円未満の端数が生じた場合は、小数点第１位を四捨五入し整数とします。 

    なお、契約手続に要する一切の費用は、落札者の負担とします。 

 

 （３）契約にあたっての諸条件 

   ① 所有権の移転、権利の設定・変更 

    保留地等の購入者は、売買契約締結日から保留地等の所有権の移転登記が完了す

るまでの間に、所有権を移転し、又は地上権・質権・使用貸借若しくは賃借権その

ほか使用及び収益を目的とする権利を保留地等に設定・変更する場合には、事前に

東京都の承認を得なければなりません。 

   ② 建設開始の義務と買戻しの特約 

     保留地等の購入者は、土地の引渡し後３年以内に施設の建設を開始することとし、

開始できない場合は、東京都の承認を得ることが必要です。また、これに違反した

場合は、東京都が買い戻すことができることとし、買戻しの特約期間は、土地引渡

しをした日から５年間とします。 

   ③ 使用言語と単位 

     契約手続において使用する言語は日本語、通貨は円、基本単位はメートル法とし

ます。 

 

１０ 売買代金の納付と土地の引渡し 

 （１）売買代金全額の納付 

   土地の売買代金は保留地及び都有地の土地売買契約書において定める期限までに、全

額を東京都が発行する納入通知書により納付していただきます。 

   なお、この時期お支払いしていただく納付額は、売買代金から入札保証金及び契約保

証金を差し引いた額となります。 

 

 （２）土地の引渡し 

   ①土地の引渡し日 

    土地の売買代金の納付完了日（納入通知書に押印される銀行の受領印の日付）をも

って引渡しがあったものとします。 

    なお、土地の現地立会いの日は、平成 29年 10月下旬を予定しています。 

   ②境界標 

    境界標を確認のうえ土地の現地引渡しを行います。 

 

 （３）売買代金納付に係わる延滞金 

   保留地等の購入者が、納付すべき金額を土地売買契約書で定められた期日までに納付

しなかったときは、その定められた期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、納付さ

れなかった金額につき年 1000 分の 146 の割合で計算した延滞金を納付していただきま
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す。 

 

１１ 登記 

  保留地等の売買による所有権移転登記については、購入者が売買代金を完納後、所有権

移転登記手続を行います。 

  登記手続は、東京都が、保留地等購入者からの「所有権移転登記請求書」の提出により、

保留地等購入者の嘱託を受けて行います。 

  なお、登記に必要な費用は、保留地等購入者の負担とします。 
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第３章  公 租 公 課 ・ そ の 他 

 

１ 売却対象地にかかる公租公課 

  土地の売買代金の納付完了日（納入通知書に押印される銀行の受領印の日付）を取得日

とみなして、不動産取得税の課税の対象となります。 

  また、固定資産税・都市計画税が、１月１日現在の土地の所有者（土地登記簿に登記さ

れている方）に課税されます。 

 

【公租公課（都税）に関する問い合わせ】 

公租公課（都税）に関する詳細は、東京都主税局の都税の相談受付までお問い合わ

せ下さい。 

 ℡ ０３－５３８８－２９２５ 

 

２ その他 

（１）保留地等購入者の責による契約の解除があった場合は、契約書に基づく違約金の支

払いのほか、保留地等購入者の費用で土地を原状に回復して東京都に返還していただ

きます。 

 

（２）東京都は、保留地等購入者の責による契約の解除があった場合で、売買代金を受領

しているときは、売買代金から違約金を差し引いた額を保留地等購入者に返還します。 

ただし、この返還金には利息を付しません。 

 

（３）保留地等購入者は、契約締結日から保留地等の所有権移転登記が完了する日までに

おいて、次のいずれかに該当することとなった場合は、遅滞なく書面によって東京都

に届け出て下さい。 

  ① 法人の主たる事務所の所在地又は名称（個人の場合は、住所又は氏名）を変更し

たとき。 

  ② 法人が解散又は合併（個人の場合は、死亡）したとき。 

  ③ 東京都の承認を得て、所有権を移転したとき、又は地上権・質権・使用貸借若し

くは賃貸借そのほか使用及び収益を目的とする権利の設定、変更、抹消を行ったと

き。 

 


